
　令和2年9月より、厚生年金保険法並びに地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴い、厚生
年金保険給付及び退職等年金給付に係る標準報酬月額の上限額が、下表のとおり改定されました。
※ 厚生年金保険給付及び退職等年金給付に係る標準期末手当等の額並びに短期給付（福祉事業含む。）に係る標準報酬月額、標
準期末手当等の額の上限額については、変更ありません。

●厚生年金保険に係る標準報酬等級区分

●退職等年金給付に係る標準報酬等級区分

標準報酬の等級 標準報酬の月額 報酬月額
第1級 　88,000円 93,000円未満
（略） （略） （略）
第31級 620,000円 605,000円以上　　　　　　635,000円未満
第32級 650,000円 635,000円以上

標準報酬の等級 標準報酬の月額 報酬月額
第1級 　98,000円 101,000円未満
（略） （略） （略）
第30級 620,000円 605,000円以上　　　　　　635,000円未満
第31級 650,000円 635,000円以上

　組合員皆さまの格別なるご協力により「被扶養者資格確認届書」の回収が9月末に
終了しました。
　現在、提出書類の内容を確認しており、不足書類等を再度ご依頼させていただく
場合もございますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

扶養状況調査（検認）へのご協力ありがとうございました
保険課からのお知らせ

標準報酬月額の上限額の改定について

お問い合わせ先　保険課　☎048-822-3306

共済だより
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